
駐輪場

近隣商業地域、商業地域などに小売店舗、金融機関、遊技場、
専修学校などの施設の新築又は増築を予定されている皆様へ

自転車等駐車場の
附置義務について
自転車等駐車場の
附置義務について
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駐輪場

自転車等駐車場を設置しなければならない対象施設

施設の用途 施設の規模 算定の範囲自転車等
駐車場の規模

適用条件

指定区域

自転車等駐車場の算定例
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